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令和７年度 若年技能者人材育成支援等事業 実施状況報告書 

 

（ 11 月末時点） 

実施計画  実施結果  

１  事業の実施体制等   

（１）地域技能振興コーナー 

ア 長崎県地域技能振興コーナーを設置する。 

イ コーナーの相談窓口にコーディネーターを配

置し、ものづくりマイスターの効果的な人材派

遣における派遣先のニーズの把握に努め、若

年技能者の人材育成に係るコーディネート等

を行う。 

ウ 事業の実施内容、実施方法、進捗状況、実施結

果等について中央センターに速やかに報告を行

い、必要な情報については共有する。 

ア  長崎県職業能力開発協会内に長崎県地域

技能振興コーナーを設置した。 

イ  コーナー窓口にコーディネーターを配置し、

企業訪問等により企業ニーズの把握に努

め、派遣を希望する企業等に対しては、適切

なものづくりマイスターのマッチングを行っ

た。 

ウ 毎月の活動報告に加え、上半期分の実績報

告を中央センターを通じて厚生労働省に報

告した。 

（２）地域技能振興コーナーの事業実施体制  

ア 長崎県地域技能振興コーナー長は長崎県職

業能力開発協会専務理事が兼務するものと

する。 

イ コーナー専属職員として、統括コーディネータ

ー、ものづくりコーディネーター及び事務補佐

員を配置する。 

 

ア  長崎県職業能力開発協会専務理事を長崎

県地域技能振興コーナー長とした。（兼任）  

イ コーナー担当職員として、統括コーディネータ

ー、ものづくりコーディネーター各１名および事

務補佐員１名を配置した。 

２  ものづくりマイスターの認定、登録に関する業務等について  

（１）ものづくりマイスターの開拓  

ものづくりマイスターの確保のため、業界団体と

のネットワークを活用して制度の周知・広報を行

い、候補者の情報収集(掘り起こし)を行う。また、

企業等の訪問時などでのパンフレット配布や既に

活躍されているものづくりマイスター等からの紹

介、検定担当者との密な連携相談や協会主催の

講習会などの機会を捉えて不足しているものづく

りマイスター等にかかる周知・広報を行う。 

令和７年度目標：ものづくりマイスター認定者数１

０人  （仕様書６人）  

・企業・業界団体への訪問活動数：１０日程度

(月１回) 

・訪問先：県技能士会連合会等の業界団体、県工

業連合会、地域連携会議構成員団体、県情報産

業協会員、ＩＴ関連企業、ＩＴ関連専門学校、大学

等 

 

過去３年間に一度も活動実績のないものづく

りマイスターには活動の意思を確認したうえで、

実技指導等の質を確保し向上させるためセンタ

ーが作成する資料などを基に指導技法講習会へ

の受講参加に向け、呼びかけや最新版のテキスト

配布、事例集等による情報提供を行う。また、も

のづくりマイスターデータベースは常に最新の情

報に更新する。 

（1）ものづくりマイスターの開拓について 

２回の認定申請を行い全申請者が認定された。 

・ものづくりマイスター新規認定者数  

職 種 認定者数 

造園 2名 

婦人子供服製造 １名 

木型製作 1名 

フラワー装飾 ８名 

西洋料理 ７名 

合計 １９名 

※累計認定職種：４６職種  

※累計認定者数：１９２名（延べ２１８名） 

ものづくりマイスター(+DX） 登録者なし 

ものづくりマイスター(IT)  ４職種、６名 
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実施計画  実施結果  

（２）ものづくりマイスターへの説明  

認定を受けたものづくりマイスターに対しては、

実技指導に当たる前に指導技法等講習を受講す

る必要が有る旨を周知したうえで、指導歴や指

導に係る免状等を確認し、必要に応じて受講を

促す。 

 

認定を受けたものづくりマイスターに対して

は、指導技法等講習受講に際して講習日の調整

等を行った。 

（３）申請書類等の取りまとめ 

認定にかかる申請書類については、認定基準

に基づき、ものづくりマイスターの要件及び対象

分野についても充分な確認を行ったうえでセン

ターへ提出する。 

 

新認定基準および経過処置に基づいた要件

の説明を行い、申請書等をとりまとめセンターへ

報告を行った。 

（４）ものづくりマイスターに対する研修  

センターが作成した資料等を基にした指導技

法講習会を実施し、新たに認定されたものづくり

マイスター等に対して受講参加の呼びかけを行

う。 

ア 実施時期：認定状況によって随時  

実施回数：年間２回程度 受講者１０人を想定 

イ 内容：指導技法講習講師養成研修を受講し

た講師による若年者に対する指導の仕方等の

講習並びにコーナー職員による個人情報保護、

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの

防止についての講義、実技指導時の報告書の

記入の仕方等の説明を行う。 

ウ 交通費：指導技法講習会および講師養成研

修に参加したものづくりマイスターには、既定の

交通費を支給する。 

エ センターが主催する「事例発表・意見交換

会」については、ものづくりマイスターへ積極

的な参加要請を行う。 

派遣数：２職種、２人(各１人)を想定  

（参加者には謝金並びに旅費を支給する。）  

 

【ものづくりマイスター指導技法等講習会】  

1 回目開催  

・開催日：９月２１日（日）９：００～１２：００  

・会  場：技能・技術向上支援センター 会議室 

・参加者：７名  

 

2 回目開催  

・開催日：１１月１９日（水）１４：０0～1７：０0 

・会  場：技能・技術向上支援センター 会議室 

・参加者：１０名  

エ） 

【ものづくりマイスター職種別事例発表・意見交

換会】（Web 研修）  

・開催日：９月２４日（水）14：00～16：00 

・会  場：技能・技術向上支援センター 会議室 

・参加者：２名  

・職  種：型枠施工  

 

 

３  ものづくりマイスターの活用に係る業務について 

（１）若年技能者の人材育成に係る相談・援助等 

ものづくりマイスターの効果的な人材派遣にお

ける派遣先のニーズの把握に努めるため、コーナ

ーの相談窓口にコーディネーターを配置し、若年技

能者の人材育成に係るコーディネート等を行う。 

ア 長崎県職業能力開発協会の技能検定課及

び能力開発担当者と連携して行う。 

イ 団体、複数企業合同実施等、受講者が多く

指導が企業等で行えない場合などは、低廉

な価格で利用出来る訓練施設等のコーディ

ネートを行う。 

ウ 派遣先とものづくりマイスターの事前相談を

行うなど、指導内容や派遣に係るルール等

について正確に情報収集及び提供を行った

上で、指導内容・実施回数等のすり合わせを

行う。 

コーナーにおける相談・援助について 

 

〇相談件数  ５０件（６０人）  

 (来所２件、訪問3３件、メール電話等１５件) 

・中小企業・団体等については、１７人  

・教育関係機関については、４２人  

・その他(地方自治体等)、１人  

 

 

〇相談内容  

・ものづくりマイスター等認定、登録関係：４件 

・ものづくりマイスター等実技指導関係：１３件 

・体験教室等：３６件   

・その他：1 件  
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実施計画  実施結果  

（２）ものづくりマイスターの派遣による指導の実施 

 

（ア）【ものづくりマイスター派遣計画】  

①②企業・業界団体等   

派遣先企業・団体目標：１２(新規派遣先４)社・団

体 

派遣日数：１(社・団体)平均１０日間（１２×１０） 

＝１２０日  

派遣人数：１２０日×１人＝１２０人  

活動数：受講者平均１社１日１.５人×派遣日数１２

０日＝１８０ 

ものづくりマイスター活動数：１８０人日  

③・工業・農業高校等   

派遣先目標：高等学校等１７校(学科) 

派遣日数：１校平均３日間（３×１７）＝５１日  

派遣人数：１校平均１ .５人×５１日＝７６．５人  

活動数：受講者平均１校１日１０人×派遣日数５１ 

＝５１０  

ものづくりマイスター活動数：５１０人日  

 

(実施職種例) 

型枠施工 ,かわらぶき,鉄工 ,機械加工 ,鉄筋施

工 ,配管 ,畳製作 ,造園 ,建築大工 ,機械検査 ,機械

保全 ,機械・プラント製図 ,和裁 ,婦人子供服製造 ,

塗装 ,フラワー装飾 ,業務用ＩＴソフトウェア・ソリ

ューションズ,ウェブデザインなど 

・ものづくりマイスターの派遣状況について 

中小企業､業界団体､工業高校等からの要請を

受け、ものづくりマイスターを派遣し実技指導を

行った。 

※活動状況は下記の通り。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施職種）  

造園 ,婦人子供服製造 ,機械加工 ,鉄工 ,   電子

機器組立て,電気機器組立て,鉄筋施工  

業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ,和裁  

家具製作 ,フラワー装飾 ,機械検査 ,建築大工  

型枠施工  

（３）若者に対する「ものづくりの魅力」発信  

ア 地域若者サポートステーションへの対応  

・派遣日数：２日  

・マイスター派遣人数：１日×１人  

・受講者数：１日  ５人  

・マイスターの活動数：派遣日数２日×５人＝１０人日 

イ 小中学校等の児童・生徒に対して 

派遣日数：１２校(１校平均５０人）＋離島３校(１

校平均１０人)×１日＝１５日  

派遣人数：(１２校×５０人＋３校×１人)÷５人 

＝１２６人 

受講者数：５０人×１２校＋１０人×３校＝６３０人   

マイスターの活動数：６３０人日  

（実施職種例）  

建築大工,建築板金,陶磁器,畳製作,かわらぶき 

広告美術仕上げ,型枠施工,婦人子供服製造,和

裁,造園,左官,フラワー装飾,西洋料理 など 

ウ 公民館・集会所等の公共施設又はショッピン

グモール等民間施設での実施  

マイスターの派遣人数：３回×４人＝１２人  

受講者数：１回４０人程度  

マイスターの活動数：３回×４０人＝１２０人日  

（実施職種例）  

陶磁器 ,畳製作 ,広告美術 ,かわらぶき,和裁 ,造

園 ,婦人子供服製造 ,フラワー装飾など 

※活動状況は下記の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施職種）  

造園 ,建築板金 ,和裁 ,左官 ,陶磁器製造 ,製麺フラ

ワー装飾 ,畳製作 ,かわらぶき,型枠施工西洋料

理 , 建築大工 ,婦人子供服製造 , 

広告美術仕上げ 
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実施計画  実施結果  

（４）熟練技能者等による派遣指導及び 

「ものづくりの魅力」発信事業の実施  

企業等の希望する指導ニーズに合うものづくり

マイスター認定者がいない場合は、熟練技能者

の派遣を行う。 

・企業、学校等での実技指導を実施  

派遣日数：１社(校)１日間程度  

派遣人数：１社(校）１人  

受講者数：１社(校)１日５人×１日＝５人  

・公民館等での体験教室  

派遣日数：１回(ブース)程度  

派遣人数：１ブース×４人＝４人  

受講者数：１ブース２０人程度＝２０人  

※活動状況は下記の通り 

・対象職種：フラワー装飾  

・派 遣 先：高校 2 校  

・実施回数：1３回  

・派遣者数：延べ 1３人  

・受講者数：延べ７３人  

 

 

４  地域における技能振興事業の実施  

（1）技能五輪全国大会の予選の実施  

長崎県職業能力開発協会との共催にて、独自の

選考基準にて推薦する職種のうち、下記の２職

種について、技能検定とは別に予選会として競

技を行う。 

 

【競技職種及び参加予定人数】  

職   種：電気溶接／日本料理   

人   数：３名／３名  

実施時期：２月初旬／３月初旬（予定）  

 

（２）技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競

技大会への参加支援の実施  

技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会

への参加を促進するため、参加選手のうち中小

企業、教育訓練機関等に所属する参加選手と指

導者の旅費と工具等の運搬費の援助を行う。 

 

【援助想定人員】  

・技能五輪全国大会  

（機械製図 ,家具 ,ウェブデザイン等  ６職種）  

選手：７名  指導者：７名    合計：１４名  

・若年者ものづくり競技大会  

（木材加工 ,電子回路組立て,造園等  ６職種）  

選手：９名  指導者：９名    合計：１８名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）技能五輪全国大会予選の実施  

①職 種：電気溶接  
・実施日：令和８年２月実施予定  
・参加者：２名  

②職 種：日本料理  
・実施日：令和８年３月実施予定  
・参加者：未定  

 

（２）技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競
技大会への参加支援の実施  

第６３回技能五輪全国大会  

・開 催 日：１０月１７日～２０日  

・競 技 会 場：  愛知県国際展示場ほか 

・助成対象人数：３名（選手２名、指導者１名） 

☆１名の方が入賞されました 

 

 

 

 

第２０回若年者ものづくり競技大会  

・開 催 日：８月３日～４日  

・競 技 会 場：あなぶきアリーナ香川ほか 

・助成対象人数：１３名（選手７名、指導者６名） 

☆４名の方が入賞されました 
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実施計画  実施結果  

（２）卓越した技能者の表彰制度の紹介コンテン

ツの作成支援  

中央センターが示す編集方針に沿って被表彰者

に対して取材を行い、取材結果をセンターへ提

出する。 

 

令和７年度被表彰者 ０名（長崎県）  

（３）「地域発！いいもの」応援事業及びグッドス

キルマーク事業に係る対応  

「地域発！いいもの」及び「グッドスキルマーク」

の既認定企業等から問い合わせが有った場合

は、中央センターへ取り次ぎを行う。 

 

問合せ無し 

（１）連携会議の設置  

本事業をより効果的に推進するため、地方公共団

体、経済団体等をメンバーとした「地域連携会議」

を設置する。 

構成団体：１３団体（予定）  

（国）長崎労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機

構長崎支部 

（県）雇用労働政策課、長崎高等技術専門校、佐世

保高等技術専門校、教育庁義務教育課、教育庁高

校教育課 

（経済団体）長崎県商工会議所連合会、長崎県商

工会連合会、長崎県中小企業団体中央会、長崎県

産業振興財団、長崎県中小建設業協会長崎県技

能士会連合会 

本事業をより効果的に推進するため、地方公共

団体、経済団体等をメンバーとした「地域連携会

議」を設置。構成委員：13 団体 

・長崎労働局  

・高齢･障害･求職者雇用支援機構長崎支部 

・長崎県産業労働部雇用労働政策課  

・長崎県教育庁義務教育課  

・長崎県教育庁高校教育課  

・長崎県立長崎高等技術専門校  

・長崎県立佐世保高等技術専門校  

・長崎県商工会議所連合会  

・長崎県商工会連合会  

・長崎県中小企業団体中央会  

・長崎県産業振興財団  

・長崎県中小建設業協会  

・長崎県技能士会連合会  

（２）連携会議の開催回数  

開催計画：年２回（５月中旬及び１２月上旬を予定） 

 

・第１回議題：  

令和６年度事業実績報告、令和７年度の実施計画書

を踏まえた、ものづくりマイスターの派遣や技能振興

の取組、事業実施にあたっての連携・協力の在り方の

方針決定（推進計画の決定）を行う。 

 

・第２回議題：  

令和７年度事業実施状況及び次年度に向け

た改善事項等の報告等。 

（2）連携会議の開催回数：2 回  

・開催日及び議題  

【第１回】  

開催日：５月３０日（金）  

出席者：１２名（１名欠席）  

開催場所：技能・技術向上支援センター 

議題：①令和６年度実施結果報告  

②令和７年度事業推進計画  

③その他意見交換  

  

【第２回】  

開催日：１２月９日（火）  

開催場所：サンプリエール 

議題：①令和７年度実施状況報告  

②その他意見交換  
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実施計画  実施結果  

（３）都道府県労働局との連携  

労働局による当事業の広報等の依頼、労働局

が実施するセミナー等へのものづくりマイスター

の派遣等について労働局と相談のうえ、派遣指

導先の新規開拓を行う。 

・大学・専門学校等  

派遣先目標：１校(学科) 

派遣日数：１校５日間＝５日  

派遣人数：１校１人×５日＝５人  

活動数：受講者平均１校１日５人×５日＝２５  

ものづくりマイスター活動数：２５人日  

・指定試験機関が実施する技能検定職種(※)に

係るマイスター派遣指導  

派遣先目標：１社(校) 

派遣日数：１社(校)５日間＝５日  

派遣人数：１社(校)１人×５日＝５人  

活動数：受講者１社(校)５人×派遣日数５日＝２５ 

ものづくりマイスター活動数：２５人日  

（※）ブライダルコーディネート、レストランサー

ビス、ビルクリーニング 

※活動状況は下記の通り 

 

・大学・専門学校等  

 活動数＝０人日  

・指定試験機関が実施する技能検定職種  

 活動数＝０人日  

 

 

 


